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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の環状のビード（２４）と、一方のビード（２４）から他方のビード（２４）へ半径
方向外側に延びるカーカス補強構造（３０）と、該カーカス補強構造（３０）に隣接する
前記各ビード（２２）から半径方向外側のトレッド（１２）へ半径方向外側に延びる弾性
のサイドウォール（１６）とを有する、無限軌道車両（１）用空気入り駆動タイヤ（１０
）において、
　前記トレッド（１２）は、
　内側トレッド（１４）の表面と、
　タイヤ赤道面において前記内側トレッド（１４）の表面から半径方向外側に、ある距離
（ｈ）だけ延びている複数のラグ（４０）であって、該ラグ（４０）は第１の列と第２の
列に分けられ、前記第１の列は前記サイドウォール（１６）から前記トレッド（１２）の
中心面に向かって延び、前記第２の列は反対側のサイドウォール（１６）から前記トレッ
ド（１２）の中心面に向かって延び、前記第１の列の複数のラグ（４０）は前記第２の列
の複数のラグ（４０）に対して周方向にずれており、かつ前記第２の列の複数のラグ（４
０）と鏡像関係になる形状を有し、前記各ラグは、該ラグ内の他の部分に比べて大きい軸
方向内端（４６）を有する、前記複数のラグ（４０）と、
　前記内側トレッド（１４）の表面から前記距離（ｈ）より短い距離だけ半径方向外側に
延びている、周方向に連続し前記ラグ（４０）よりも高さの低い中央リブ（５０）と、
　を有し、
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　前記複数のラグ（４０）と、前記内側トレッド（１４）の表面と、前記連続し前記ラグ
（４０）よりも高さの低い中央リブ（５０）との組合わせは、前記トレッド（１２）を横
切り前記サイドウォール（１６）から前記反対側のサイドウォール（１６）へ延びる、土
を排出する連続した流路（７０）の空隙を作るように互いに間隔をおいて位置している、
　ことを特徴とする無限軌道車両用空気入り駆動タイヤ。
【請求項２】
前記トレッド（１２）は３つの部分、すなわち前記トレッドの幅の１／６である第１の外
側部分（６０）と、前記トレッドの幅の１／６である第２の外側部分（６２）と、前記ト
レッドの幅の２／３である中央部分（６６）に分けられ、前記各部分（６０，６２，６６
）は、前記タイヤの外周の周りを測定した正味接触面積を有し、前記第１の外側部分（６
０）と前記第２の外側部分（６２）の前記正味接触面積は、それぞれの部分の総周囲面積
の６０％よりも小さく、前記中央部分（６６）は、該中央部分の総周囲面積の６０％を越
える前記正味接触面積を有する、請求項１記載の無限軌道車両用空気入り駆動タイヤ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
　本発明は、農業用自動車等のための無限軌道車両に関する。特に、本発明は、このよう
な無限軌道車両用の空気入り駆動タイヤと車輪に関する。
【０００２】
(背景技術)
農業用自動車への空気入りタイヤの使用は、今日知られているとおり、農産業を支配して
いる。それにもかかわらず、農業用の無限軌道車両の使用が増加している。これらの無限
軌道車両は、エンドレスベルトを使用するが、このベルトは、スチールコードで補強され
た弾性材料から造られるのが好ましい。このベルトは、タイヤに見られるものと類似の接
地係合トレッド面を有する。無限軌道システムへの基本的利点は、増大する浮揚無限軌道
がタイヤを越えていることで明らかである。無限軌道車両はより長い表面積を橋渡しする
ことができ、乗り物を浮かした状態に保持するのを助ける。多くの農業用利用において、
無限軌道車両の使用は常に普及が増加しつつある。
【０００３】
　従来技術の、チャールズ・イー・グラウェイ（Charles E. Grawey）らへの米国特許第
５，２７９，３７８号には、摩擦駆動ベルト掛け作業車が開示されている。この出願にお
いて、グラウェイ（Grawey）は、駆動車輪としてゴム被覆をした一対の堅い車輪を有する
金属被覆車輪組立体の使用を開示している。また、クッション車輪が駆動車輪として使用
可能であり、代わりの実施例において、バイアスベルト掛け空気入りタイヤは一対で使用
され、駆動車輪をベルト掛け車両に提供する。この出願において、グラウェイ（Grawey）
らは、金属のまたはクッションの車輪が、種々の理由で空気入り車輪よりも好ましいと助
言している。グラウェイ（Grawey）は、駆動車輪とベルトの間のパンタグラフ式の動作と
相対運動が許容できず、まだ相応の摩耗を生じていることに注目している。彼は、さらに
、すべてのバイアスタイヤが経験する良く知られたパンタグラフ式の動作以外に、バイア
スタイヤが負荷時に、無負荷時のこのようなタイヤの外周面の周りの長さよりも約２～３
％だけ短い、１回転当たりのフットプリントをなぞることに注目している。このような周
面の変化現象は、ベルト内面と駆動車輪トレッド部分との間の相対的運動を行なわせる。
このような運動の結果、トレッドラッグの前縁を摩耗させ、駆動部の牽引長さを減少させ
る。このような摩耗の実際の影響は、ベルトの表面にあるトレッドラグの拭き取り作用を
実質的に減少させる。これは、彼らが泥の中でまたは不利な摩擦係数減少要請の際に、駆
動車輪構造とベルトとの間の摩擦結合を順次減少させる。摩擦係合を実施するバイアス車
輪のベルトに対するこのような相対的運動の結果、ベルトとタイヤが摩耗する。そこで発
明者は、無限軌道またはベルトとクッションまたは堅い車輪構造との間の相対的運動がな
いことがこれらの摩耗問題を大いに減少させることに注目し続けた。
【０００４】
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堅い車輪と半ば軟らかまたは軟らかな車輪は、摩耗問題を劇的に減少させる一方、乗り心
地良さを提供するために車両の浮揚システムが大いに向上しなければならないことが良く
知られている。これは車両のコストと無限軌道車両システムの全コストとを劇的に増大さ
せる。
【０００５】
本発明の目的は、異常の泥詰め特性を示さない空気入りタイヤを提供することである。
【０００６】
本発明のさらなる目的は、一方車両の前進または後進推進力が水分や泥により劇的に減少
することのないように、まだベルト自身で摩擦係合を維持する間、残骸と濡れた泥の条件
を適応させ得るように、空気入り車輪が使用され得る、ことである。
【０００７】
　本発明のさらなる目的は、タイヤトレッド領域におけるいかなるスリップも最小にする
ための牽引特性を有する駆動車輪位置にある空気入りタイヤを提供することである。
【０００８】
（発明の概要）
　本発明は、無限軌道車両用空気入り駆動タイヤ（１０）に関する。タイヤ（１０）は、
バイアス角度を持った２層以上のプライ（３２，３４）を有するカーカス補強構造（３０
）を有する。第１のプライ（３２）のコードは、第２のプライ（３４）のコードに対して
反対側を向いている。タイヤ（１０）は、ベルトまたはブレイカを持たないことが好まし
く、そして、アスペクト比が１００％であることが好ましい。タイヤ（１０）は、トレッ
ド全体を横断して延び、土を排出する流路（以下、「泥排出流路（７０）」とも言う）を
造る空隙を備えたトレッドを有する。タイヤトレッド（１２）は、高接触領域を示す中央
領域（６６）と、低接触領域を有する軸方向外側領域（６０，６２）を有するのが好まし
い。トレッドラグ（４０）はまた、タイヤサイドウォール（１６）が無限軌道（２）へ接
触するのを制限するように設計された丸み部分（４８）を有する。
【０００９】
　各タイヤ（１０）は、一対の環状ビード（２４）と、一方のビード（２４）から他方の
ビード（２４）へ半径方向外側に延びるカーカス補強構造（３０）と、カーカス補強構造
（３０）に隣接する各ビード（２４）から半径方向外側のトレッド（１２）へと半径方向
外側に延びる弾性サイドウォール（１６）を有する。このトレッド（１２）は、内側トレ
ッド（１４）の表面と、この内側トレッド（１４）からある距離（ｈ）だけ半径方向外側
に延びる複数のラグ（４０）を有することを特徴とする。ラグ（４０）は第１の列と第２
の列に分けられる。第１の列はサイドウォール（１６）からトレッドの中心面へ延びてい
る。第２の列は反対側のサイドウォールからトレッド（１２）の中心面へ延びている。第
１の列からの複数のラグ（４０）は、第２の列の複数のラグ（４０）とは周方向にずれて
おり、かつ第２の列の複数のラグ（４０）と形は類似しているが方向はこれらと反対を向
いている。各ラグ（４０）は大きい軸方向内端（４６）を有する。周方向に連続する浅い
中央リブ（５０）は、内側トレッド（１４）から半径方向外側に、距離（ｈ）の半分より
も短い距離だけ延びている。複数のラグ（４０）と、内側トレッド（１４）と、連続した
浅い中央リブ（５０）との組合わせは、トレッド（１２）を横切りサイドウォール（１６
）から反対側のサイドウォール（１６）へ延びる連続的な泥排出流路（７０）用の空隙を
作るように間隔をおいて位置している。
【００１０】
トレッド（１２）が、３つの部分（６０，６２，６６）に分割されている。すなわち、そ
れらはトレッド幅の１／６からなる第１の外側部分（６０）と、トレッド幅の１／６から
なる第２の外側部分（６２）と、トレッド幅の２／３からなる中央部分（６６）である。
各部分（６０，６２，６６）は、タイヤの周面の周りを測定した正味接触面積を有する。
第１の外側部分（６０）と第２の外側部分（６２）の接触面積は、それぞれの部分の総周
囲面積の６０％よりも小さい。中央部分（６６）は、６０％以上の正味接触面積を有する
。好ましい実施例において、外側部分（６０，６２）は、５２％の正味接触面積を有し、
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一方中央部分の正味接触面積は約６０％であった。
【００１１】
タイヤ（１０）の好ましい実施例において、各ラグ（４０）は、サイドウォール（１６）
に接しそこから全体的に半径方向外側に延びる軸方向外面（４２）を有し、ラグ（４０）
に隣接する周面の半径方向外面（４４）は、泥排出流路（７０）により間隔を置かれてお
り、なお、半径方向外面（４４）は、丸み部分（４８）において軸方向外側部分（４２）
と結合することが好ましい。この丸み部分（４８）は、無限軌道（２）の中央ガイドの半
径よりも小さく、これにより、ラグ（４０）の軸方向外側部分（４２）とサイドウォール
（１６）とが無限軌道（２）への接触を最小限にする。
【００１２】
タイヤ（１０）の好ましい実施例において、ラグ（４０）は、中央リブ（５０）から半径
方向に１／２インチ（２ｃｍ）よりも短い距離だけ延び、中央リブは（５０）は、１／４
インチ（１ｃｍ）よりも短く外側に延び、合計の距離（ｈ）は、０．７５インチ（３ｃｍ
）よりも短い。各ラグ（４０）は、それぞれのラグの前縁（４３）と後縁（４５）の間で
測定された中心線（４１）を有する。この中心線（４１）は、周面方向に対して約９０°
をなしている。
【００１３】
（発明の詳細な説明）
　図１を参照すれば、車両（１）は組み付けられた無限軌道（２）と駆動車輪組立体（４
）とともに示されている。代表的な例において、車両（１）は、無限軌道に乗せられた前
進、後退駆動車輪位置を有する。各車輪位置は、図２の断面図にも示されているように２
つの車輪（４）を有する。これらの無限軌道（２）は、周方向に揃っているが一対の各駆
動車輪（４）間では逆方向になっている不可欠なガイドラグ（５）を有する。これらのガ
イドラグ（５）は、無限軌道（２）が車輪（４）の端から越えてスリップするのを防ぐ。
無限軌道（２）の外側には、示されるように或る向きをしたパターン内に置かれた横棒（
cross bars）またはラグ（６）を備えたゴム性のトレッド（３）を有する。示されている
ように、本願においては他の支持構造や大きなものは何ら使用されていない。空気入りタ
イヤ（１０）は、車両（１）に対応したばね性を備え、車両（１）が複雑な車体懸架シス
テムなしに提供され得るようにクッションを備える。無限軌道（２）は、周面方向の無限
軌道（２）に沿って走るコード（７）により補強されている。車輪組立体（４）は、無限
軌道の内側の滑らかな面に沿ってガイドラグ（５）の各側に乗っている。
【００１４】
しかしながら、本願に対する従来技術の空気入りタイヤは、バイアスベルト掛け構造から
なるタイヤを使う時に概して好ましくない。
【００１５】
図８を参照すれば、本発明のタイヤの断面が示されている。タイヤ（１０）は一対のビー
ドコア（２４）を有する。ビードコア（２４）は殆ど延伸性がなく鋼製であることが好ま
しい。図示のようにカーカス補強構造（３０）が、ビードコア（２４）からビードコア（
２４）まで延びている。カーカス補強構造（３０）は、第１のプライ（３２）と第２のプ
ライ（３４）の２枚以上の層を有する。第１のプライ（３２）のコードは第２のプライ（
３４）とは等しいが方向は反対である。コードは３５°ないし４０°の角度に置かれるこ
とが好ましい。示されている各プライ（３２、３４）の構造は、ビードコア（２４）の周
りを包む折り返し点を有する。ビードコア（２４）に隣接して一対のサイドウォール（１
６）構造がある。サイドウォール（１６）構造は、一般に弾性であり、ビード（２４）か
らトレッド（１２）に向かって延びている。トレッド（１２）は半径方向内側トレッド面
（１４）と、半径方向内側トレッド面（１４）から外側に延びるトレッドラグ（４０）と
を有する。トレッドラグ（４０）は、軸方向外面（４２）と半径方向外面（４４）を有す
る。トレッド（１２）のこの中央部分には、連続した浅いリブ（５０）が配置されている
。
【００１６】
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図７に示すように、トレッド（１２）は、軸方向外側部分（６０）と（６２）および中央
部分（６６）に分割されている。図示のように、外側部分は各々トレッド幅の１／６であ
るのに反し、中央部分はトレッド幅の２／３を示す。軸方向外側部分（６０，６２）は、
タイヤ（１０）の周面の周りを測定すると約５２％の正味接触面積を有する。参照番号（
６６）によって確認されるトレッドの２／３の中央部分は、ほぼ６０％接触面積を有する
。図示のように浅いリブ（５０）はトレッド（１２）の中央部（６６）内一杯を占めてい
る。さらに示されるように、各ラグ（４０）の軸方向内端における拡大ラグヘッド（４６
）はトレッド（１２）の中央部（６６）内一杯に配置されている。ベルトまたは無限軌道
（２）に対して最初の駆動力と牽引力を提供するのは中央部（６６）であって、このよう
に最も高い正味接触面積を有する。図７から判るように、ラグ（４０）間の空隙領域は１
つのトレッド端から他のトレッド端までトレッドを横切って延び、トレッドを完全に横断
する開放された泥排出流路（７０）を造る。さらに、示される各トレッドラグ（４０）は
、タイヤ（１０）の周方向に対しほぼ９０°にあるラグ中心線（４１）を有する。図８に
示される各ラグ（４０）は赤道面において測定された約ｈの全深さを有する。ラグの高さ
ｈは、トレッド（１２）の内面（１４）上を１／２インチ（２ｃｍ）よりも短い距離だけ
延びている浅いリブ（５０）の半径方向厚さを含む。この浅いリブ（５０）は、ラグ（４
０）への追加補強支持を提供し、第１，第２の列の周方向食違いラグ（４０）を採用する
時、タイヤ（１０）の中心を周方向撓みに対するより堅固な周面方向の抵抗を維持する。
【００１７】
図３を参照すれば、タイヤ（１０）の斜視図が示されている。トレッドのパターンはさら
に図４に平面図で示されている。タイヤ（１０）は、全断面幅が４インチ（１６ｃｍ）よ
りも小さい或る場合に断面幅が極端に小さいことは、注目すべき重要なことである。１つ
の実施例において、タイヤ（１０）は、サイズが４．００－１６ｓｌ、アスペクト比が１
０１％である。タイヤ（１０）の第２の実施例において、タイヤ（１０）は、断面幅が６
インチ（２４ｃｍ）、公称リム直径が１６インチ（４０ｃｍ）、アスペクト比が１０３％
である。トレッド幅がタイヤ（１０）の断面幅よりも当然僅かに小さいが、これは、駆動
タイヤの全牽引力が非常に狭い幅を超えてトレッド（１２）により実施されなければなら
ないことを意味する。タイヤ（１０）の好ましい実施例において、ラグのノンスキッド距
離すなわちラグ高さｈは約０．６３５インチ（１．６ｃｍ）である。ラグは、連続するリ
ブ（５０）上で測定すると０．４８５インチ（１．２ｃｍ）であり、そこでは、リブ（５
０）自身は深さが０．１５インチ（０．４ｃｍ）である。
【００１８】
図５のタイヤ（１０）の側面図に示されるように、泥排出流路（７０）がタイヤ（１０）
のサイドウォール（１６）の下を相当な距離だけ明らかに延びていること、およびトレッ
ドラグ（４０）の軸方向外側部分（４２）が同様に、タイヤ（１０）のサイドウォール（
１６）の下を合理的な距離だけ延びていることが判る。
【００１９】
　さらに図６に示されるように、各ラグ（４０）は、ラグ（４０）の軸方向外側部分（４
２）と各ラグ（４０）の半径方向外側面（４４）とを結ぶゆったりとした丸み（４８）を
有する。この丸み（４８）は、タイヤ（１０）が取り付けられるべき無限軌道（２）の丸
みよりも小さいことが好ましいと思われる。この関係が実施されると、タイヤ（１０）は
、ガイドラグ（５）の丸みの部分でガイドラグ（５）と無限軌道（２）の内面とが無理な
く接触し、こうしてタイヤサイドウォール（１６）は厳しい横方向荷重を受けている場合
を除き通常無限軌道（２）のガイドラグ（５）との接触から解放される。これにより、タ
イヤ（１０）は、Ｖベルトがプーリーに装着されるという方法に従わないで済む。この見
地に立って、トレッド（１２）の中央部（６６）は、タイヤ（１０）本来の駆動牽引性能
を持続し、したがって、上記無限軌道（２）の内面とタイヤ車両組立体のトレッド（１２
）が泥や塗れた薄い土で滑らかになる時でもタイヤ（１０）が滑らないように、充分な溝
付きの高接触面積が提供されなければならない。これは特に、タイヤ（１０）が最小のト
レッド幅を持つように設計される時に明白である。本発明のタイヤ（１０）は、拘束する
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ベルトやブレイカを必要としないと思われる時でも、上述のトレッド（１２）の有利な牽
引特性を失うことないように望まれるならばそれらが付加され得ることが理解されよう。
しかしながら、ベルトやブレイカは、上述のバイアスカーカス補強構造に構成される時、
タイヤ（１０）の不必要な特徴であると考慮されるものと考えられる。
【００２０】
　興味深いことに、タイヤ（１０）は、上述のように製造される時、トレッド（１２）に
おいて比較的大きい正味の接触面積と比較的小さいノンスキッド深さを有する。比較的狭
い断面幅と充分に小さい直径を持ったタイヤ（１０）は、重量が極端に軽いが使用に対す
る耐久性が非常に高い。トレッド（１２）を横切る連続的流路（７０）は優れた破片排出
性能を提供しており、第１列のラグ（４０）が第２の列のラグとは周方向に食い違ってい
ることによって、タイヤ（１０）は、振動により誘発される高調波を非常に減少させる、
均一で良好な乗り心地を維持でき、これは、さらに車両（１）の乗り心地を高める。
　堅い車輪が非常に重い荷重用に最適であることが容易に認められる一方、さらに、本発
明の空気入りタイヤ（１０）はベルトまたは無限軌道（２）に対し表面の牽引性を増大さ
せ、それは中程度の重量の車両を軽量車両に代えることを可能にし、これは無限軌道シス
テムを採用する全体のコストを非常に減少させる。
【００２１】
本発明を説明する目的で或る代表的な実施例と詳細を示してきたが、当業者にとっては、
本発明の精神や範囲を逸脱することなしに種々の変更や修正が可能であることは明白であ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　作業車両（１）の側面図である。
【図２】　好ましい駆動車輪構造（４）の部分断面図である。
【図３】　本発明の駆動タイヤ（１０）の斜視図である。
【図４】　図３のタイヤ（１０）の平面図である。
【図５】　図３の本発明のタイヤ（１０）の側面図である。
【図６】　本発明のタイヤ（１０）の部分拡大図である。
【図７】　本発明のタイヤ（１０）のトレッド（１２）の拡大平面図である。
【図８】　図７の線８－８に沿って取られたタイヤ（１０）の拡大断面図である。
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